
小谷村大糸線振興会議 規約 

 

（目的） 

第１条 地域住民が一体となって大糸線の利用向上及び地域経済の活性化に寄与す

ることを目的に、小谷村大糸線振興会議（以下「振興会議」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 振興会議では、次の事業を行う。 

（１）生活での利用促進に関する事業 

（２）教育関係事業の利用促進に関する事業 

（３）イベントなどによる利用促進に関する事業 

（４）観光事業における利用促進に関する事業 

（５）鉄道網のあり方及び大糸線を活用した村づくり等、大糸線の位置づけに関する

こと 

（６）その他会長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 振興会議は、委員１５名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる団体等から推薦された者、若しくは村長が指名した者をもっ

て組織し、村長が委嘱する。 

（１）大糸線沿線地区住民の代表 

（２）小谷村教育委員会 

（３）小谷村観光連盟 

（４）鉄道関係者 

（５）村議会議員 

（６）小谷村商工会 

（７）その他村長が必要と認める者 

 

 （役員） 

第４条 振興会議に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  １名 

資料２ 



（３）監事   ２名 

（４）幹事   若干名 

２ 村長は、顧問として振興会議に参加するものとする。 

３ 会長、副会長及び監事は、委員の互選によって定める。 

４ 幹事は、村長が別に指名する。 

 

（役員の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

２ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

３ 監事は会計を監査する。 

４ 幹事は会長の命により庶務会計を司る。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認めたときは、任期中に

おいても委嘱を解くことができる。 

 

 （会議） 

第７条 会議は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求

めることができる。 

 

 （部会） 

第８条 振興会議に、第２条に規定する事業を遂行するため、必要に応じ部会を置く

ことができる。 

２ 部会は、会長が付託した事項に基づき、委員及び委員の推薦者をもって組織する。 

３ 部会の庶務は、総務課、住民福祉課、観光地域振興課、建設水道課、小谷村教育

委員会、小谷村観光連盟職員が行う。 

４ 付託した事項については、結果を会長へ報告するものとする。 

 



 （経費） 

第９条 本会の経費は、負担金、補助金、寄付金、事業に伴う収入及びその他の収入

をもってこれに充てる。 

２ 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規約は、振興会議が設立された日から施行する。 

（設立日：令和４年６月２９日） 

  



小谷村大糸線振興会議 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※大糸線振興については、小谷村全課を挙げて取り組むものとする。 

 ※事務局は各部会を運営し、現状や振興アイデア等の情報収集を行う。 

  部会は形式にはこだわらず、広く企画立案・検討・意見集約に努める。 

  各種事業の実施体の参画を広く呼びかける。 

 ※各部会には情報共有を図るため、観光地域振興課職員が参加する。 

 

大糸線振興会議 

事務局 

教育委員会 

事務局 

小谷村観光連盟 

事務局 

建設水道課 

住
民
利
用
推
進
部
会 

教
育
事
業
推
進
部
会 

観
光
推
進
部
会 

環
境
整
備
部
会 

事務局 

集落支援係 

(補助) 

企画係・包括支援

センター 



【大糸線振興会議】 

 ・事業化の決定機関であり、各部会の提案・報告について検討 

 ・鉄道網のあり方、大糸線を活用した村づくりに関する検討 

 ・鉄路事業者の実態調査・懇談・意見交換・住民説明会の開催 

 

【住民利用推進部会】   

・村民における利用促進 

 ・生活における利用検討（買い物、通院など） 

 ・二次交通検討（大町・白馬・糸魚川等の二次交通の実態） 

 ・イベント利用における企画・事業実施計画策定 

 

【教育事業推進部会】 

 ・小中学生の通学における鉄路利用検討 

 ・保小中の授業等による鉄路利用検討 

 ・その他、社会教育に関する鉄路利用検討 

 

【観光推進部会】 

 ・鉄路利用における観光客誘客事業の検討（旅行商品開発） 

 ・鉄路利用者におけるおもてなし事業の検討 

 ・着地型ツアーにおける鉄路利用の検討 

 

【環境整備部会】 

 ・駅周辺及び鉄路周辺の環境に関する調査及び整備計画の策定 

 ・南小谷駅周辺開発等整備計画の検討 

  



小谷村大糸線振興会議 委員名簿 

 

組織等 役職 氏名 備考 

南小谷地区 雨中総務委員会推薦 平川 正彦  

土谷地区 土谷促進同盟会推薦 田原 富美子  

中谷地区 中谷開発委員会推薦 太田 武彦  

北小谷地区 北小谷地区連絡協議会推薦 吉岡 久人  

  〃 北小谷地区連絡協議会推薦 洞地 賢  

小谷村教育委員会 教育委員 深澤 和子  

小谷村観光連盟 事業部会 山岸 信也 会計監査 

  〃 宣伝部会長 荻澤 洋平  

鉄道事業者 ＪＲ南小谷駅長 清水 豊 会計監査 

小谷村議会 副議長 柴田 友造 副会長 

  〃 経済委員長 清水 秀雄  

小谷村商工会 会長 今井 頌治 会長 

    

顧問 小谷村長 中村 義明  

 


